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上旬まで

※ この案内での「保育園」とは、「保育所等」及び利用案内等に掲載している認可外保育施設指導監督基準
　 を満たしている認可外保育施設のことです。





上旬



０歳６か月～
満３歳未満
０歳６か月～
満３歳未満

◎居宅訪問型保育事業

◎乳児等通園支援事業
 （こども誰でも通園制度）

疾病、障害により集団保育
が困難な子どもの自宅にお
いて１対１の保育

保育所等の施設に通われてい
ない０歳６か月から３歳未満の
児童を対象として、１人当たり
月10時間の利用を上限として
保護者に代わり保育を実施

保育園ほか



保育園を探しましょう。

保育所等の利用を申請する際は、複数の園を申し込むことができます。自宅の近くだけでなく、少し幅広
に探してみましょう。お住まいと異なる区にある園を申し込む（希望する）こともできます。

などは、区児童家庭課の窓口で配架又は
を作成するなど、区ごとに情報提供の取組を行っています。

川崎市内の保育所等であれば、利用調整上の優先順位が下がることはありません。

保育園



1月
末頃



1月末頃

園 園



など
保育所等や「川崎認定保育園」「企業主導型保育事業」の各園について、園の所在地や保育方針、
保育時間等をＡ４サイズ一枚にまとめた「情報提供シート」を作成するなど、区ごとに情報提供の取
組を行っています。「情報提供シート」などは、区児童家庭課の窓口で配架又は区ホームページから
ダウンロードすることができます。

区児童家庭課の窓口で配布または市ホームページからダウンロード（毎年10月1日頃、最新の利用
案内を掲載）することができます。なお、申請に必要な書類も同じページに掲載しています。
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令和７年７月改訂版

　地域型保育事業の卒園後については、園によっては連携施設に卒園後受入枠が設定されており、3
歳児クラス以降はそちらで保育を受けることになります。連携施設に卒園後受入枠が設定されていな
い園についても、近隣の保育所等を中心に受入枠を設け、 優先利用調整を行うことで、3歳児クラス以
降の保育先について確保しています。(ただし、2歳児クラスに7月以降に入所した方は優先利用調整の
対象とはなりません。)
　認可保育所を検討する場合は、地域型保育事業についても検討しましょう。

　3歳になると、 幼稚園に入るという選択肢も出てきます。
　幼稚園は、さまざまな遊びを中心とした教育により、小学校以降の教育の基盤を培うことのできる学
校教育施設です。基本的には1日4時間ですが、ほとんどの園で「預かり保育」を行っていて、夕方まで利
用することもできます。開園時間より早い時間から預かる園もあります。時間・曜日はそれぞれの園によ
り異なりますので、各園にご確認ください。
　幼稚園の申込みは、保護者が園に直接行うこととなります。園の見学や説明会、入園手続き等につい
ては、園に直接問い合わせるか、園のホームページをご確認ください。

　これからお仕事を始めたい方は、就労時間によって保育所等の入所申請ができない場合があります。
　扶養の範囲内で働きたい場合など、月の就労時間が64時間に満たない場合は、就労による保育の必
要性に該当しませんので、認可外保育施設や一時保育の利用を検討してください。
　なお、一時保育の実施施設は限られていますので、「利用案内」をご確認ください。申込みは、直接園 
に行ってください。

※預かり保育無償化について
　保育の必要性の認定を受けた3歳～5歳児は預かり保育無償化の対象となります。


